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厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告について 

 

 

 

 

 

 

別紙 

○厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告（平成 23 年 12 月 13 日） 

 

（本省受付分：平成 23 年 11 月１日から平成 23 年 11 月 30 日受付分） 

（地方受付分：平成 23 年 10 月 26 日から平成 23 年 11 月 25 日受付分） 

 

 

平成 23 年 12 月 13 日 

【照会先】 

大臣官房総務課情報公開文書室 

 室   長  黒澤  朗 

 室長補佐  村上 修司（内線 7133） 

（代表電話） 03（5253）1111 

 厚生労働省に寄せられる「国民の皆様の声」につきましては、厚生労働行政の政策改善

につながるきっかけとなるものであることから、一ヶ月分の集計結果と現時点での対応等を

取りまとめましたので、お知らせいたします。 



（単位：件）

来訪 電話 手紙 FAX メール 計

19 552 3 10 8,275 8,859

0 0 0 0 2 2

統計情報部 0 32 0 0 8 40

医政局 0 412 6 0 116 534

健康局 0 21 0 0 243 264

医薬食品局 0 192 0 0 41 233

食品安全部 0 78 0 0 0 78

労働基準局 0 620 3 0 141 764

職業安定局 1 94 2 5 267 369

職業能力開発局 0 38 0 0 18 56

雇用均等・児童家庭局 0 361 3 0 226 590

社会・援護局 1 271 13 0 187 472

障害保健福祉部 0 26 0 0 48 74

老健局 0 60 7 6 0 73

保険局 0 202 0 0 22 224

年金局 0 180 0 0 211 391

政策統括官 0 11 0 0 0 11

日本年金機構 173 1,246 75 0 256 1,750

194 4,396 112 21 10,061 14,784

国民の皆様の声の内訳 ↓
　政策・制度立案への提言 1,309

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 1,896

　法令遵守違反に関するもの 137

　その他 11,442

※ 主な国民の皆様の声は、担当部局別に次ページ以降に添付してあります。

※件数は本省受付分のみの件数になります。

※地方受付分につきましては、内容欄の末尾に〈地方受付分〉と記載しています。

　〈〉の記載のないものは、本省受付分になります。

※地方受付分につきましては、１０月２６日～１１月２５日までを対象とし、代表的なご意見等を

　 記載しています。

合　　計

平成２３年１２月１３日
大臣官房総務課情報公開文書室

厚生労働省に寄せられた国民の皆様の声・集計報告

組　織　名

行政相談室
（各部局に属さないもの）

大臣官房

平成２３年１１月１日～１１月３０日受付分

別紙
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1 ④

2 ④

3 ④

4 ④

5 ④

6 ④

7 ④

8

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討中、④国民
の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

【ご意見：復興増税】
復興増税を所得税の増税で賄うとすると、すでに多額の税金を
納めている一部の人だけが更に過度な負担を強いられることに
なりますが、こういうことは許されるのでしょうか？せめて年間
上限2万円にするべきではないでしょうか。考え直してほしい。
（厚生労働省「国民の皆様の声」意見メール）

復興増税につきましては、厚生労働省
の所管ではなく、財務省にご意見をお
送りいただくようご案内いたしました。

厚生労働大臣と直接会話をして意見を言いたいので大臣に代
わってほしい。意見の内容はその時に申し上げる。（同様の電
話がありました。）

ご意見等の内容に応じて、所管部局が
組織として責任をもってご意見等を承る
旨をご説明し、了承を得ました。

※その他、外国人観光客１万人無料招待、外国人学生無料招
待、外国人参政権、人権救済法案等の厚生労働省の施策以外
のご意見メールが多数ありました。

私はヘビースモーカーです。タバコの値上げが見送りになった
ようで、ほっとしています。
話は変わるが、１００円ライターの着火が悪くなった。子どもの
火遊び防止が理由のようですが、ライターに触れないようにす
るのは親の責任です。喫煙者がタバコを吸いにくくなるようなこ
とは止めてほしい。（電話）

ライターにつきましては、厚生労働省の
所管ではなく、経済産業省にご要望い
ただくようご案内いたしました。

私の父は戦争で亡くなり、母も亡くなりました。先ほど援護年金
の担当者に繋いでもらい、手続きの書類を送って頂くことになり
ましたが、恩給につきましてはどちらに問い合わせをすればよ
ろしいでしょうか。（電話）

恩給につきましては厚生労働省の所管
ではなく、総務省にお問い合わせいた
だくようご案内いたしました。

消費税はいつから税率が上がるのでしょうか。（電話） 消費税につきましては厚生労働省の所
管ではなく、財務省にお問い合わせい
ただくようご案内いたしました。

大学病院を管轄しているのはどこでしょうか。苦情はどこに言え
ばいいのでしょうか。（電話）

大学病院につきましては厚生労働省の
所管ではなく、文部科学省にお問い合
わせいただくようご案内いたしました。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 0

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 0

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 8859

3 10 8275 8859

メール

国家公務員の退職共済年金の不服申し立てはどちらに問い合
わせをすれば良いのか教えてください。（電話）

共済年金につきましては厚生労働省の
所管ではなく、国家公務員共済組合連
合会にお問い合わせいただくようご案
内いたしました。

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 行政相談室

平成２３年１１月１日～１１月３０日受付分
照　会　先

相談係長　　松浦　洋平（内線７１３４）
（０３）５２５３-１１１１（代表）

国民の皆様の声
把握方法別件数
（本省受付分）

来訪 電話 手紙 FAX 合計

19 552
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件

件

件

件

分類

1 ④

2 ①

3 ①

4

5

個別労働紛争解決制度の助言・指導について、強制力がないこと
に不満である。〈地方受付分〉

個別労働紛争解決制度の趣旨等につい
て説明し、ご理解いただきました。

【個別労働紛争解決制度の利用者に同行してきた者からの意見】
労働相談を受けた場合、労働局はもっと労働者の立場に立って、
事業主を強力に指導して欲しい。〈地方受付分〉

個別労働紛争解決制度の趣旨等につい
て説明し、ご理解いただきました。

労働基準監督署の看板は漢字のみであり、外国人にとってわかり
にくいのでローマ字表記をして欲しい。〈地方受付分〉

意見として受付け今後の検討課題とする
旨回答した。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 -

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） -

　法令遵守違反に関するもの -

　その他 -

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

- - - -

メール

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 大臣官房地方課

平成２３年１１月１日～１１月３０日受付分
照　会　先

課長補佐　澤口浩司（内線：7254）
企画第二係長　伊藤博紀　（内線：7250）

国民の皆様の声
把握方法別件数
（本省受付分）

来訪 電話 手紙 FAX 合計

- -
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件

件

件

件

分類

1

①

2

①

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

　調査の対象となる世帯は統計学に基づいてということですが、
データの地区は公表できないものなのでしょうか？
（その他、統計結果についての問い合わせ多数）

　統計調査につきましては、統計法第3条第4
項に基づき個人が特定されないことを大前提
に調査票を作成しております。
　国民生活基礎調査について例に挙げます
と、直近の平成23年調査は、国勢調査地区か
ら無作為抽出した1，102地区のすべての世帯
（約5万5千世帯）及び世帯員（約14万人）を対
象としております。
　本調査は厚生労働省の各施策の基礎資料
に繋がる大切な統計であるため、世帯の収入
や就業の有無等プライバシーに関連するよう
な調査項目も存在しております。その公表に
当たっては、十分な注意を払っており、個人情
報保護の原則が万が一崩れることによる調査
の信頼性や精度の低下を招くことになります。
　調査対象の方には個人と特定されないこと
を前提に回答いただいており、集計結果の公
表後も調査対象の方のプライバシーを引き続
き守る必要がございますので、個人が特定さ
れる恐れのあるデータとなる地区の公表は
行っておりません。

　以下の統計書について、公表予定日がわかれば教えてください。
　①平成２２年度賃金構造基本統計調査
　②平成２２年度賃金引き上げ等の実態に関する調査結果の概要
　（その他、統計調査結果の公表時期、掲載場所等に関する問い
合わせ多数）

①平成２２年度賃金構造基本統計調査につき
ましては、以下の日程で公表済みです。
　・初任給の概況　平成22年11月15日
　・全国結果の概況　平成23年2月22日
平成23年調査につきましても同時期の公表を
予定しており、初任給の概況については間も
なく公表予定です。
　・初任給の概況　平成23年11月中旬予定
　・都道府県別速報　平成24年1月中旬予定
　・全国結果の概況　平成24年2月下旬予定

②平成22年賃金引き上げ等の実態に関する
調査結果の概況につきましては、平成22年11
月30日に公表済みです。平成23年の調査結
果につきましても、同時期（平成23年11月下
旬）の公表を予定しております。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 0

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 2

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 38

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

合計

0 32 0 0 8 40

メール国民の皆様の声
把握方法別件数
（本省受付分）

来訪 電話 手紙 FAX

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 大臣官房統計情報部

平成２３年１１月１日～１１月３０日受付分
照　会　先 企画課庶務係 村田、土屋（内線７３３４）
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件

件

件

件

分類

1
④

2

①

3

①

4

①

5

①

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 医政局

平成２３年１１月１日～１１月３０日受付分

照　会　先

項番１　　　　総務課総務係（内線２５１７）
項番２、３　　指導課総務係（内線２５４９）
項番４、５　　医事課総務係（内線２５６６）
項番６　　　　看護課総務係（内線２５９６）
項番７　　　　経済課総務係（内線２５２５）
項番８～10　関東信越厚生局企画調整課
　　　　　　　　梶谷・長久保（048-70-0830）

国民の皆様の声
把握方法別件数
（本省受付分）

来訪 電話 手紙 FAX 合計

0 412 6 0 116 534

メール

テレビでとある県での医療のIT化への取組の特集がされていた。
こういった先進的な取組をしているところを参考にどんどん推進し
て欲しい。

組織内で情報共有いたしました。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 244

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 103

　法令遵守違反に関するもの 106

　その他 81

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

今回の震災にともなって、被災地以外の地域で初期研修中
の医師が、研修の途中でプログラムを変更して、一部の研修
を被災地の研修病院で行うことを認める、という特別措置
を、期限を限って実施する考えはありませんか。高い志を
持った研修医にとっても被災地にとっても、極めて有意義と
思います。

プログラム変更により被災地の研修病院で研修を行うこと
は、研修医が災害医療を含んだ地域医療を研修することが
でき、また、被災地への医療支援という面から有意義なもの
と考えます。
そうした考えから、臨床研修医が研修プログラムの一環とし
て震災地域において診療を行うことは、差し支えないとし、そ
の場合、研修医本人の了解の上、臨床研修指導医の適切な
指導の下に実施いただくよう、全国の臨床研修病院や医学
部附属病院等関係機関に平成２３年３月２２日に周知したと
ころです。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

救急救命士国家試験の受験資格に関する照会 国家試験の受験資格に関する事実をご
説明しました。

現在、病院の寝具類等のクリーニング受託業務を受託している。
病院に対し保健所の監査があったが、その際に衛生検査所指導
要綱「医法9-14-11 　次に掲げる事項を記載した標準作業書を常
備し、従事者に周知していること。」を指して取引病院・診療所すべ
てに常備しなくてはならないとの指摘があった。
病院・診療所に「標準作業書を常備」しなければならないのか。

通知（『医療法の一部を改正する法律の
一部の施行について』(平成５年２月１５
日　健政発第９８号)）の該当部分を抜
粋、説明しました。
通知の記述からすると、必ずしも病院・診
療所に「標準作業書」を常備しなければ
ならないものではないと考えます。

前科を持っている場合、医師国家試験の受験は可能でしょう
か。

前科の有無に関わらず、法律上の受験資格を満たしていれば、国家
試験の受験は可能です。
なお、法律の規定により、罰金以上の刑に処せられた者や、業務など
に関し犯罪又は不正の行為があった者には免許を与えない場合があ
ります。（欠格事由）
免許付与については、上記に該当する場合、免許申請時に個別に審
査を行うこととしており、場合によっては、免許を与えないことがありま
す。
ただし、与えない場合でも期間を定めていますので、その期間に罰金
以上の刑に処せられるなどの欠格事由に該当することがなければ
当該期間の経過後に再度免許申請をしていただければ、免許取得は
可能です。
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分類

6

①

7

④

8

①

9

④

10

①
④

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要
看護師養成所でのアカデミックハラスメントにより学生が萎縮して
いる。監査で指摘してほしい。

養成所の所在地を管轄する地方厚生
（支）局にお問い合わせいただくようご案
内いたしました。

野田政権・日本政府は、ジェネリック医薬品の利用促進に際して
は、医療機関の実情についても真剣に考えるべき。

担当者等に情報提供した。

　医療観察法に基づき指定入院医療機関に入院している対
象者の家族より、本来対象者が退院出来るはずなのに入院
医療機関の対応が良くないため退院が出来ないので、厚生
局から病院に対し早期に退院できるように伝えてもらいた
い。〈地方受付分〉

　対象者の退院については、指定入院医
療機関の管理者が地方裁判所に対し、
退院許可の申立てをすることとなっている
こと並びに処遇改善の請求について説明
しました。

上記８と同じ方からのご意見として、医療観察法において、
対象者は「心神喪失者」又は「心神耗弱者」であることが認め
られた者と定義されていますが、本来この制度の対象にはな
らない「発達障害」の者が入院しているので、法律の改正を
してもらいたい。〈地方受付分〉

　本省へご意見を報告する旨回答しまし
た。

名称は言えないが近所の歯科医院において、医療費通知で
送られてきた一部負担金の金額が、実際に支払った一部負
担金の金額の２．５倍だったことが過去においてあった。この
原因としては、歯科医師が多すぎるため、医療機関の収入を
確保するために不正な保険請求をしていると考える。
適切な保険請求を行うには、過剰な歯科医師数となっている
現状を改め、患者数に見合う、適切な歯科医師数にするべ
きである。〈地方受付分〉

歯科医師の登録に関して、歯科医師法、
健康保険法等の概要を説明しました。
歯科医師の総数については、ご意見を組
織内で共有するとともに、「国民の皆様の
声」として本省へ報告する旨をお伝えしま
した。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1

2

3

④

4

④

5

④

6

①

たばこ税の増税に反対。
（たばこだけ目の敵にしないでほしい。酒も増税してほしい。）

　厚生労働省としては、国民の皆さんの
健康のためにも、たばこの消費を抑えて
いただくために、今後とも、たばこ税の税
率の引き上げを要望していきます。

④

ポリオ、子宮頸がん等の予防接種に関するご照会等 　ご照会のあった内容について回答いた
しました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

たばこ税の増税に賛成。
（受動喫煙に困っており、引き上げを直ぐに行ってほしい。たばこ
は、健康に悪影響であり、医療費もかかるため、たばこ税の引き上
げを行ってほしい。）

受動喫煙防止条例を作ってほしい。 　今後も国民の皆様からのご意見等を伺
いながら、たばこ対策を進めていきます。

喫煙者の権利を守ってほしい。 　今後も国民の皆様からのご意見等を伺
いながら、たばこ対策を進めていきます。

マンションのベランダでの喫煙を禁止してほしい。 　今後も国民の皆様からのご意見等を伺
いながら、たばこ対策を進めていきます。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 37

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 0

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 227

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

合計

0 21 0 0 243 264

メール国民の皆様の声
把握方法別件数
（本省受付分）

来訪 電話 手紙 FAX

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 健康局

平成２３年１１月１日～１１月３０日受付分
照　会　先

健康局総務課
小野俊樹（内線２３１３）
（ダイヤルイン０３－３５６５－２０７７）
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1

①

2

①

3

⑤

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検
討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

国・都道府県が発する医薬品・医療機器の回収命令と製造販売業
者の自主回収には、具体的にどのような違いがありますか。
個人的な解釈としては、国・都道府県が回収命令を発する時は、既
に製造販売業者による自主回収が行われていたが、その回収に不
具合などが発生した時や、過去の事例を見ると、認証・承認がされ
ていない医薬品・医療機器が流通した場合に、国・都道府県が回収
命令を発動するのではないかと考えています。このような解釈で間
違いないでしょうか。

承認されている医療機器等の品質等の問
題により保健衛生上の危害が発生し、又
は拡大するおそれがある場合には、製造
販売業者は薬事法第７７条の４に基づき
自主回収等の措置をとる必要があります。
一方、品質等が基準と異なる医療機器や
使用によって保健衛生上の危害のおそれ
のある医療機器、承認が取り消された医
療機器などで、自主回収の措置が適切に
なされないものについては、薬事法第７０
条の規定に基づき厚生労働省大臣又は
都道府県知事が回収等を命じることがあり
ます。　なお、回収等を命じるかについて
は、具体的には個別事案により判断され
ます。

現在、Ｃ型肝炎を患っており、不安である。肝臓の疾患等に関しての
医学的な質問をしたい。

肝臓等病肝疾患の治療や病状等につい
ての相談事業を行っている財団法人ウイ
ルス肝炎研究財団をご紹介いたしました。

改正化審法が施行され、製造・輸入数量の届出をしたが、何に使わ
れるのか教えてほしい。

届出によって把握した製造・輸入数量及び
有害性に係る既存の知見等を踏まえ、ス
クリーニング・リスク評価を行うことをご説
明し、実施中であったリスク評価手法等に
関するパブリックコメント（意見公募）をご
紹介いたしました。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 0

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 4

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 229

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

合計

0 192 0 0 41 233

メール国民の皆様の声
把握方法別件数
（本省受付分）

来訪 電話 手紙 FAX

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 医薬食品局

平成２３年１１月１日～１１月３０日受付分
照　会　先

書記室管理係長
嶋田　勝晃（内線２７０４）
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1

①

2

①

3

4

5

　

　食品の表示事項については、消費者庁
へご意見をお寄せいただきたい旨ご説明
いたしました。

　食品中の放射性物質について、暫定規制値以下であっても含ま
れる放射性物質の濃度の表示をお願いしたい。（消費者が選択で
きる情報が必要）

　

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 5

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

0 78

メール

　食品の放射性物質の規制値（暫定規制値）について、意見を述
べたい。（暫定規制値を厳しくすべき、緩くすべき）
　新たな規制値について、早急に施行すべき。

　貴重なご意見として承りました。
　新たな規制値については、より一層の
安全・安心を確保するため、放射性セシ
ウム等の許容線量について、年間１ミリ
シーベルトに引き下げることを基本とし、
来年４月の施行を目指して、現在、薬事・
食品衛生審議会の放射性物質対策部会
でご議論をいただいております。
　新しい規制値の施行については、薬事・
食品衛生審議会と文部科学省の放射線
審議会への諮問の他、ＷＴＯ通報やパブ
リックコメントなど必要な手続きを実施し
進める旨ご説明いたしました。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 73

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 0

国民の皆様の声
把握方法別件数
（本省受付分）

来訪 電話 手紙 FAX 合計

0 78 0 0

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 食品安全部

平成２３年１１月１日～１１月３０日受付分
照　会　先

企画情報課
総務係長　谷口　哲也（内線２４５０）
調整係長　中田　舞（内線２４５２）
（直通　０３－３５９５－２３２６）
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1

①

2

①

3

①

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

　過労死、長時間労働、サービス残業などがあり、日本
の労働環境はいつまでたっても改善されていない。
　労働基準法を知らない事業主が多いので、しっかりと
周知してほしい。

　労働基準行政としては、法定労
働条件の履行確保を図るために、
できるだけ多くの事業場に対し監
督指導を行うことなどにより、長
時間労働の抑制や賃金不払残業の
解消に努めていること、今後もあ
らゆる機会を通じて労働基準法の
周知・啓発に努めることなどを説
明し、御理解を求めました。

　年次有給休暇を申請したら上司に断られる。どうすれ
ば年次有給休暇を取れるのか。

　使用者は、原則として労働者の
請求する時季に年次有給休暇を与
えなければならないこと、ただ
し、事業の正常な運営を妨げる場
合には、使用者に時季変更権が認
められていることなど、年次有給
休暇の制度や趣旨について説明
し、御理解いただきました。

　１年間の有期労働契約を更新し続けた後に雇止めに
あったが、法令上の制限はないのか。

　有期労働契約の雇止めに関して
は、労働基準法第１４条第２項に
基づく「有期労働契約の締結、更
新及び雇止めに関する基準」（平
成１５年１０月２２日厚生労働省
告示第３５７号）において、雇止
めの予告や雇止めの理由の明示な
どについて規定されているほか、
裁判上のルールとして「雇止め法
理」があることを説明し、具体的
な相談は、総合労働相談コーナー
で受け付けている旨説明しまし
た。

0 141 764

メール

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 10

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 12

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 742

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策
を検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 労働基準局

平成２３年１１月１日～１１月３０日受付分
照　会　先

総務課
課長補佐　　西岡　邦昭（内線５５５４）
広報係長　　高田　正樹（内線５５８２）

国民の皆様の声
把握方法別件数
（本省受付分）

来訪 電話 手紙 FAX 合計

0 620 3
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分類

4

①
④

5

①

6

①

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策
を検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

  仕事のミーティング、車での移動等、必ず受動喫煙に
あう。服、体中に臭いがつくし、喉の調子も悪くなる。
タバコに関する事は上司、先輩にはなかなか言えないの
が今の現状かと思う。食事に行っても先輩、上司の喫煙
者がいれば受動喫煙である。結局、罰則もなく強制力が
ないからであり、しっかりと喫煙ルールの法律を作って
民間に浸透させるべきである。

　貴重な御意見として承った上
で、現在の受動喫煙防止対策に関
すること、厚生労働省ホームペー
ジに掲載されている受動喫煙防止
に関する検討会の報告書や労働政
策審議会での議論など、今後の動
きについて説明しました。

　最低賃金改定の発効日については、区切りのよい月初
めにするよう考慮すべきである。＜地方受付分＞

　最低賃金額改定の発効日は、都
道府県ごとに設置されている地方
最低賃金審議会の審議の進行具合
いによって異なることなどを説明
し、御理解を求めました。

　一般的には６０歳程度で定年になるはずなのに８０
歳、９０歳の人でも労災保険給付を受け続けているのは
おかしい。ある程度の年齢制限を設けるべきではない
か。＜地方受付分＞

　年齢階層別最高限度額が設けら
れていることなど、労災保険制度
について説明し、御理解いただき
ました。

項番 内　　容
対　　応

概　　要
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1
①
②

2
①
②

3
①
②

4
①
②

国民の皆様の声・集計報告票
部局（課室）名 職業安定局

平成23年11月１日～11月30日受付分

照　会　先

＜本省受付分＞
　 公共職業安定所運営企画室
       広報担当官　和田史絵（内線5682）
       広報係長　　 比田井徹也（内線5739）
    （直通03－3593－6241）
＜地方受付分＞
　 中央職業安定監察官室
　　　中央職業安定監察官
　　　　  久保田　豊（内線５６５５）
　　（直通：03－3502－6768）

国民の皆様の声
把握方法別件数
（本省受付分）

来訪 電話 手紙 FAX メール 合計

1 94 2 5 267 369

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 68

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 140

　法令遵守違反に関するもの 17

　その他 144

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要
求人票には年齢不問と書いてあるにもかかわらず、現実的には年
齢制限がある。年齢制限を禁止すべきだ。＜本省・地方受付分＞

雇用対策法の年齢制限禁止規定は、年齢
に関わりなく、意欲と能力がある限り働くこ
とができる社会を実現するために設けられ
ているものです。このため、労働者の募
集・採用における年齢制限を原則禁止して
おります。今後とも、事業主向けパンフレッ
トなどを活用しつつ、より一層の企業への
周知・徹底に取り組んでいきます。

同一の求人が有効期間満了後も繰り返し更新されている。ハロー
ワークは、求人者と求職者のマッチングにしっかり取り組むべきだ。

ハローワークが受け付けた求人を未充足
のまま更新する際には、要因を分析し、採
用基準を具体化する等により、求人者が
想定している人材の応募につながるよう取
り組んでおります。また、一部の求人につ
いては、求人条件の引き上げを提案し、応
募者の増加に結びつくよう取り組んでいる
旨ご説明し、ご理解いただきました。

精神障害者の雇用を促進してほしい。 精神障害者については、その障害特性に
応じた、きめ細かな支援を行う必要がある
ことから、例えば、ハローワークに「精神障
害者就職サポーター」を配置し、精神障害
者に対するカウンセリング機能を強化する
など就労支援策の充実を図っております。
今後とも、精神障害者の雇用が促進され
るよう、一層の支援の充実に努めている旨
ご説明し、ご理解をいただきました。

求人票の記載事項は求職者にとって重要な情報なので、ハロー
ワークで受け付ける際にしっかりと確認してほしい。<本省・地方受
付分＞

ハローワークでは、求人受理時に求人内
容の詳細について事業主に確認しており
ます。また、求人票の記載内容と実際に提
示される労働条件が異なる求人を把握し
た場合は、直ちにハローワークでの公開を
中止し、事実関係を確認した上で、求人者
に対して是正指導しています。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③政策・制度
の改善等を検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。
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分類

5 ①

6 ①

7 ②

8 ①

9 ①

ハローワークで紹介状を受け取るのが手間なので、紹介状をなくし
てほしい。

ハローワークでは、原則として求職者に来
所していただき、職業相談を実施して求職
者の就職意思や希望条件を把握した上
で、紹介状を交付することとしています。こ
のため、紹介状を廃止することは困難です
が、来所が困難な方であって、十分な職業
相談を既に実施している場合については、
①郵送やFAXにより紹介状を交付するこ
と、②求職者及び事業主と調整の上、ハ
ローワークから事業主に紹介状を送付す
ることも可能です。

項番 内　　容
対　　応

概　　要
自己都合で離職した場合、失業保険の給付に3ヶ月の給付制限が
かかるが、この給付制限をなくしてほしい。＜本省・地方受付分＞

雇用保険の基本手当は、倒産や解雇など
非自発的な失業によりその保護の必要が
ある方に支給するものです。一方、自発的
な失業については、任意的な離職であるこ
とから３か月間の給付制限を設けているも
のであり、本制度の廃止は困難です。な
お、例えば、育児に伴う保育所の利用の
ために通勤が困難になった場合など、一
定のやむを得ない事由による自己都合退
職については、給付制限は行われませ
ん。

新しい求人検索端末は操作が複雑で時間がかかる＜地方受付分
＞。

新しい求人検索装置については、求人検
索をより詳細に行えるよう機能を追加しま
した。ご利用に際し、検索装置の操作で不
明な点がありましたら、いつでも受付に声
をかけていただければ、職員が対応する
旨ご説明し、ご理解をいただきました。

ハローワークの待ち時間が長い＜本省・地方受付分＞。 ハローワークにおける待ち時間対策につ
いては、待ち時間の目安時間のお知ら
せ、混雑状況（空いている時間）の予測の
表示、混雑状況に応じて職員の窓口体制
の見直しを行うなどの取り組みを行ってお
ります。引き続き、来所者された皆様が気
持ち良く利用できるような、サービス提供
体制を目指し取り組んで行きます。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③政策・制度
の改善等を検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

ハローワークの駐車場が混んでいる。改善して欲しい＜地方受付分
＞。

ご指摘のあったハローワークの駐車場
は、収容台数が限られており、近隣にも駐
車スペースがないところです。ご来所の際
は、なるべく公共交通機関をご利用いただ
くようご説明し、ご理解いただきました。

－13－



分類

10 ①

11 ①

12
①
②

ハローワークの求人に応募したが、求人票に記載されている採否決
定日が経過しても、求人先から連絡が全くない。不誠実ではない
か。指導してほしい＜地方受付分＞。

項番 内　　容
対　　応

概　　要

ハローワークでは、求人を受理する際、事
業主に対して、求職者から応募があった
場合は、理由の如何にかかわらず、全員
にきちんと連絡するよう指導しております。
なお、求人票に記載された期日を経過して
も通知がない場合は、窓口にご相談いた
だければ、事業主に問い合わせる等対応
する旨ご説明し、ご理解をいただきまし
た。

ハローワークからの応募者で、約束した面接日時になっても連絡な
しにキャンセルする方がいる。指導してほしい＜地方受付分＞。

ハローワークでは、紹介状を発行する際、
求職者に対して、事業主と約束した面接日
時をしっかり守り、行けなくなった場合等に
は必ず事業主に連絡するよう指導するとと
もに、できる限り時間に余裕を持って到着
するよう助言しております。面接日時を守
ることは早期再就職を成し遂げる上でも重
要な事項であることから、こうした個別対
応に加え、就職セミナー等で引き続き周知
を図り、理解浸透に取り組んで行く旨ご説
明し、ご理解をいただきました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③政策・制度
の改善等を検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

求人票には性別も記入していただきたい＜地方受付分＞。 男女雇用機会均等法に基づき、労働者の
募集及び採用に当たっては、性別を理由
とする差別は禁止されております。このた
め、ハローワークでは、違法な恐れのある
求人には指導を行っている旨ご説明し、ご
理解をいただきました。
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1 ①

2 ①

3 ④

4 ①

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

求職者支援訓練の受講者募集期間をもう少し長くできないか。 受講者の募集期間は、受講申込みの状
況が極めて低調な場合には、必要な手続
を経た上で延長することも可能である旨
回答しました。

基金訓練は不正受給者が多く、税金の無駄遣いだった。求職者支
援訓練については、より厳しく審査されたい。

基金訓練の経験を踏まえ、求職者支援制
度の制度設計をしており、今後とも同制
度の適切な運営に努めていく旨回答しま
した。

求職者支援訓練のほとんどが介護分野や情報分野の訓練なの
で、もっと農業などの生産的な分野の訓練を増やしてほしい。

求職者支援訓練は、民間の訓練実施機
関の申請に基づき厚労働大臣が認定す
るものであり、国が特定分野の訓練を設
定することは困難である旨回答しました。

訓練・生活支援給付について、訓練開始日後に受給資格認定申
請を行ったため、支給起算日も訓練開始日後となったが、訓練開
始日に遡ることはできないのか。

訓練・生活支援給付の支給起算日につ
いては、訓練開始日後に受給資格認定
申請を行った場合、申請日の翌日となる
旨を説明しました。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 0

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 0

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 56

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

合計

0 38 0 0 18 56

メール国民の皆様の声
把握方法別件数
（本省受付分）

来訪 電話 手紙 FAX

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 職業能力開発局

平成２３年１１月１日～１１月３０日受付分
照　会　先

総務課
総務課長補佐　松下　和生（内線５９０７）
総務係長　　　　安井　雄一（内線５９１１）
（直通　０３－３５０２－６７８３）
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件

件

件

件

件

分類

1

①
④

2

①

3

①

4

①

　法令遵守違反に関するもの 8

　その他 330

（主な国民の皆様の声）

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 233

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 19

項番

民間保育所の運営費の廃止という記事を見たが、この記事を見
て憤りを感じるとともに、この先民間保育所がやっていけるのか、
保育士の身分は保障されるのかという疑問・脱力感に襲われた。
保育所運営費は市町村に任せず国がきちんと出して子ども達と
保育士の幸せを保証してほしい。

　厚生労働省として、保育所運営費の廃止
や一般財源化は全く考えていない旨回答
いたしました。

なぜ、市町村の「保育に欠ける子供を保育所で保育する義務」を
なくす必要があるのですか？保育所が果たす社会的なセーフ
ティーネットとしての役割がはずされることにはどうしても強い不
安を感じます。そして、市町村の「保育に欠ける子供を保育所で
保育する義務」がなくなったら、公立の保育所はいったい何を根
拠に存在することになるのですか？

子ども・子育て新システムにおける公的契
約の考え方と、市町村の責務について説
明し、制度の導入により公立施設の責任
がなくなることはない旨回答いたしました。
また、子ども・子育て新システム検討会議
の基本制度ワーキングチーム、幼保一体
化ワーキングチーム等の議論の様子や資
料、議事録が内閣府HPにて公開されてい
ることをあわせてご案内いたしました。

老齢年金を受給しているため、児童扶養手当が支給されないと
いうのは納得がいかない。老齢年金だけで子どもを育てることは
困難なので、併給を認めて欲しい。

児童扶養手当と公的年金が、ともに所得
保障という同一の性格を有する給付である
ことから二重給付となってしまうため、公的
年金との併給はできないこととなっている
趣旨を説明し、公的年金との併給調整の
見直しについては、ひとり親家庭に対する
支援施策のあり方を検討する中で引き続き
検討していく旨、お伝えしました。

概　　要
内　　容

対　　応

市町村に保育所の設置義務がなくなってしまうと、セーフティー
ネットとしての保育所の機能が完全に失われてしまうように思い
ます。その点は新制度ではどのようにしてカバーしていくのでしょ
うか？たとえば、障害児の受け入れについて、私立幼稚園の多く
では現状入園を拒否、受け入れていても補助金狙いと言われて
も仕方のないような実態、という状況にあって、補助金制度では
到底現行の公立保育園のような受け皿機能は果たせないと思い
ます。

子ども・子育て新システムにおける公的契
約の考え方と、応諾義務について説明し、
制度の導入により公立施設がなくなること
はない旨回答いたしました。また、WTの議
論の様子や資料、議事録が内閣府HPにて
公開されていることもあわせてご案内いた
しました。

国民の皆様の声・集計報告票

平成２３年１1月１日～１1月３０日受付分

照　会　先

・項番１～１０
　総務課　　　　  課長補佐　岡本利久（内線7817)
・項番１１～１３
　雇用均等政策課　課長補佐　篠崎拓也（内線7832）

国民の皆様の声
把握方法別件数
（本省受付分）

来訪 電話 手紙 FAX 合計

0 361 3 0

メール

部局（課室）名 雇用均等・児童家庭局

226 590

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。
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分類

5

①

6

②

7

③

8

①

9

①

10

①

11

①
④

中小企業子育て支援助成金について、支給要領が変更されたこ
とにより支給対象にならなくなった。3人の企業であるが、助成金
が出るというので育休中は2人でがんばってきた。平成21年に何
回も問い合わせ、支給対象になると言われたのに、助成金の変
更について何故連絡をしてくれなかったのか。細やかな広報をす
べきであり、ほとんどの企業でこのような助成金があることを知っ
ていない。中小企業を守ってほしい。〈地方受付分〉

支給要領の変更及び他の利用可能な奨励
金を説明いたしました。また、広報につい
ては貴重なご意見として承りました。

食物アレルギーを持つ子の母です。保育所でも緊急対応できる
ようにエピペンの保管と緊急時使用をお願いしているところです。
先日、保育園の先生に対するエピペン使用の講習会を開くことに
なり、マイラン製薬に協力依頼をいたところ、無責任な回答をさ
れ、非常に憤りを感じた。厚生労働省では製薬会社にも働きかけ
て、現場でできる限りスムーズな緊急対応ができるように指導し
てほしいと思います。

厚生労働省では「保育所におけるアレル
ギー対応ガイドライン」を平成23年3月17日
付けで発出をし、エピペンの使用等につい
て、各自治体や保育関係者、医療関係者
へ周知しており、また、保育士に対して行
われる研修等においても本ガイドラインに
ついての研修を行い、周知を図っていると
ころである旨、回答しました。

精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度に係る検討状
況等を確認する質問があった。

２００８年の日本学術会議報告書等を紹介
し、行政府として立法府における今後の生
殖補助医療に関する議論の動向を慎重に
見守りたい旨回答した。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

  沖縄県のある離島では、へき地保育所が１か所しかなく、１歳３
か月まで入園ができない。それ以前に働く場合には、個人に預け
るしかないが、保育料として月５万円かかる。へき地保育所で
は、給食がなく、弁当持参のため不便であり、食中毒などの危険
がある。役場の職員に改善を求めても、「へき地保育所だから。」
と改善してもらえない。
　給食施設について、小中学校の給食センターを併用できない
か。また、保育所や給食施設を建設できるような補助金はない
か。

へき地保育所の運営について、国の基準
を満たした施設には補助金を交付している
ところであるが、施設の運営に関する具体
的な基準（給食や施設改修など）について
は、沖縄県やお住まいの市町村で定めて
いることから、そちらに相談していただきた
い旨、回答いたしました。

介護職員の処遇改善に関するニュースを見たが、保育士の仕事
についても、肉体的にも精神的にも重労働であるにも関わらず待
遇が低いため、保育士資格を持っているが実際には勤務しない
場合や、働いていても辞めてしまうことが多いので、保育士の待
遇の改善について検討して下さい。

保育士の処遇改善については、入所児童
の処遇向上にもつながる重要な課題であ
ると認識しており、現在、政府で検討してい
る「子ども・子育て新システム」の検討会議
の場で、関係者のご意見等も踏まえ検討し
ている旨回答いたしました。

出産したが保育園が不足しているため、仕事にはいつ復帰でき
るのかわからない状況である。保育所が見つからなかった場合
は、仕事を辞めざるをえないので悔しい。希望する世帯が皆、保
育所に預けられるように保育所の増設をお願いしたい。

待機児童の解消に向けた保育所の受入児
童数の拡大については、「子ども・子育てビ
ジョン」に基づき毎年約５万人分の受入児
童数の増加を目指し、希望するすべての
人が子どもを預けて働くことのできる社会
の実現に向けて、努力しているところであ
る旨、回答しました。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要
近隣の保育園のことですが、以前にも、迷惑な送迎時の路上駐
車をやめるように、保育園に対して申し入れをしておりますが、
まったく対応がなく、ますますひどくなっております。本日は、運転
手に暴言まではかれ、2台の車に接触しそうになりました。非常に
危険な状況なので、警察にも関与してもらいました、監督官庁よ
り、ご指導いただければありがたいのですが、如何なものでしょう
か？

　保育所の運営は、保育所と各自治体の
権限と責任において行われています。ま
た、国と自治体・保育所は直接指揮命令関
係にはないため、国から自治体・保育所に
直接指導することはできません。ご要望の
内容につきましては、直接、市や保育所に
お寄せいただきますようお願い申し上げま
す。
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分類

12

④

13

①

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

両立支援助成金・中小企業両立支援助成金について、
・出勤簿、タイムカード、賃金台帳（写）等について、提出が必要
な月数を支給要領やパンフレットに記載してほしい。
・申請者自身が支給要件に当てはまるかどうか判断できるような
チェックリストはないか。〈地方受付分〉

支給要領に基づき提出が必要な書類等に
ついて、説明するとともに、貴重なご意見と
して承りました。

中小企業子育て支援助成金の支給対象が、平成２３年９月３０日
までに育児休業が終了し復職後１年以上継続勤務したこととある
が、今回１人目が平成２３年９月３０日以前の復職なので助成金
を申請するが、２人目以降の復職が平成２３年１０月１日以降に
なると本助成金の対象とならないので、２人目以降の育児休業
者が出た場合の助成金または措置について検討願いたい。〈地
方受付分〉

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

本助成金の制度内容について説明いたし
ました。併せて本助成金は平成２３年４月
に一部改正されたこと及び平成２３年度ま
での時限措置であることを説明いたしまし
た。
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1

①

2

④

3

④

4

①

5

①

　外国人への生活保護適用は拡大解釈であり直ちに止めるべきで
ある。外国人が日本に来てから仕事を失う、就労できない状況に
なった場合、まず帰国していただくべきです。外国人には母国があ
り、母国の社会保障を受けるべきです。

　ご意見としてお伺いしました。
　生活保護法は、憲法２５条に「すべての
国民は、健康で文化的な最低限度の生
活を営む権利を有する」と規定されている
ことから、基本的には日本国民のみを対
象としておりますが、適法に日本に滞在
し、就労の制限を受けない永住、定住等
の在留資格を有する外国人については、
社会的・人道的観点から、日本人と同じ
取扱としております。

　生活保護受給者数が過去最高に達したとの報道を見たが、生活
保護受給者のなかで働ける人には働いてほしいと思った。景気が
よくない状況がつづいていますが、働く場のない、健康な人には、
ボランティアなどへの参加など社会の役割をもって生活するように
すべきではないかと思います。

　ご意見としてお伺いしました。
　現下の厳しい経済、雇用情勢を受けて
稼働能力を有する方も就職できずに保護
を受ける状況があります。このような状況
を踏まえ、稼働能力を有する方々に対す
る自立、就労支援をさらに促進してまいり
ます。

　生活福祉資金の貸付申請をしたところ、社会福祉協議会の職員
の対応がとても悪く、不愉快な思いをした。

　社会福祉協議会の職員の対応につい
てお詫びを申し上げたうえで、都道府県
の指導監督部署へご相談して頂くようお
伝えしました。

　生活保護の不正についてもっと取り組むべきです。不必要な入
院や薬の転売など問題だらけです。福祉・医療の関係者から生活
保護の問題点を集めるなど、より一層、適正な保護の支給を行っ
てほしい。

　生活保護制度における不正受給の防
止につきましては、生活保護受給要件の
厳格な審査を実施し、引き続き不正受給
対策の徹底を図り、生活保護の適正な運
営に努めてまいります。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

　生活福祉資金の貸付申請をしたところ、不承認となったが、納得
がいかない。

　貸付の適否については、社会福祉協議
会が決定しており、不承認の理由につい
ては社会福祉協議会に確認して頂くよう
お伝えしました。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 55

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 147

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 270

合計

1 271 13 0 187 472

メール国民の皆様の声
把握方法別件数
（本省受付分）

来訪 電話 手紙 FAX

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 社会・援護局（社会）

平成２３年１１月１日～１１月３０日受付分

照　会　先

項番１～１０
　社会・援護局総務課
　　課長補佐　安藤　公一（内線２８１３）
　社会・援護局書記室
　　管理係長　佐藤　清和（内線２８０３）
項番１１
　近畿厚生局企画調整課
　　課　　　長　深　谷　　茂　喜　（内線２２２９）
　　課長補佐　澤　井　　一　雄　（内線２２３０）
　　（ダイヤルイン　０６－６９４２－２４１３）
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分類

6

①

7

④
⑤

8

①
④

9

①

10

①

11

④

　社会福祉法に基づく社会福祉主事任用資格の取得方法につい
て教えてほしい。

　社会福祉法に基づく資格取得方法につ
いて詳細を説明し、ご了解いただきまし
た。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

　目が不自由で生活保護を受給されている方から、生活保護及び
日常生活自立支援事業に関して以下のご意見がありました。
・生活保護の住宅扶助として41,900円を上限とした額を支給されて
いるが、この額では共益費（月4,500円程度）を賄えないため、支給
額を増やしてほしい。
・電化製品（洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ）やケータイ使用料、家具
は生活する上で最低限必要なものであるが、これらを保護費で賄
うことは困難なため、対策を考えてほしい。
・受診の際に医療機関に提出する医療券は福祉事務所に行かな
いともらえないが、定期的に福祉事務所まで行くのは大変なので、
医療機関と福祉事務所との間で医療券に関するやりとりを済ませ
てほしい。
・目が見えずお金の管理が大変である。日常生活自立支援事業に
よって生活費の金銭管理を依頼することができるが、急な出費時
には引き出せるようになっていないため、使い勝手が悪い。
〈地方受付分〉

  厚生労働省本省に意見を伝えてほしい
というご要望であったため、ご意見を承り
厚生労働省本省へご報告する旨お伝え
しました。

　介護福祉士及び社会福祉士の資格取得方法について、どのよう
な取得方法があるのか教えてほしい。

　士士法に基づく各資格取得ルートにつ
いて詳細を説明し、ご了解いただきまし
た。

　介護福祉士の受験資格取得に係る実務経験ルートにおいて6月
の養成課程の受講が必要となるのは何年度の試験からとなるか
教えてほしい。また、できるだけ早く6月の養成課程が受講できるよ
うにしてほしい。

　実務経験ルートにおける6月の養成課
程の義務付けについては、平成23年6月
22日付けで公布された「介護サービスの
基盤強化のための介護保険法等の一部
を改正する法律」において平成27年4月1
日に延期されることとなったため、平成27
年度の試験からとなります。
　また、ご要望については、養成課程義
務付けの施行日である平成27年4月以前
であっても受講できるよう検討中である旨
を説明し、ご了解いただきました。

　民生委員はどのようにして選ばれるのか。
　また、地元の民生委員に苦情があるので、厚労省から指導して
欲しい。

　民生委員の選任手続について、民生委
員は、市町村の民生委員推薦会が選出
した候補者を、都道府県知事が、地方社
会福祉審議会の意見を聴いて厚労大臣
に推薦し、厚労大臣がこれを委嘱すると
いう流れになる旨回答しました。
　また、民生委員の職務に関する指揮監
督権が都道府県・指定都市・中核市にあ
ることをご説明し、当該自治体の担当課
へ相談するよう案内しました。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

　消費生活協同組合において実施している共済事業の契約者よ
り、当該組合と契約者との間での共済金支払いに対する苦情相
談。

　室内でご相談内容について情報共有
し、対応について検討しました。
　検討後、当該組合に対して、契約者に
対して真摯なご説明をするように伝え、ご
相談内容を報告しました。
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1 ③

2
②
③

3 ④

4 ①

障害者差別をなくしてほしい。
広報・啓発等を通じて障害を持つ方も暮
らしやすい社会づくりに向けて努めてまい
ります。

　その他 69

精神科で不適切な多剤大量処方の問題があるので、適切な処方
を促すための対策を講じてほしい。

　向精神薬の処方に関しては過量服薬
ワーキングチームや厚生労働科学研究
などを通じ、実態を把握し対策を検討して
いるところです。今後も、精神科医療の質
の向上に努めてまいります。

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 3

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③政策・制
度の改善等を検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

精神障害者保健福祉手帳を所持していてもＪＲ等の割引が適用し
ないため、優遇措置を充実してほしい。

３障害同等のサービスが受けられること
が望ましく、各種の援助施策についてより
一層の支援が得られるよう各自治体、事
業者等に働きかけを続けていきます。

国民の皆様の声の
内訳（大分類） 　法令遵守違反に関するもの 0

電話 手紙

0 48

FAX

　政策・制度立案への提言 2

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 社会・援護局障害保健福祉部

平成２３年１１月１日～１１月３０日受付分
照　会　先

【企画課】
　課長補佐　田中　徹（内線３０１１）
　主査　　　　佐々木　忠信（内線３０１６）
（ダイヤルイン　０３－３５９５－２３８９）

合計

障害者自立支援法を廃止してほしい。

　平成22年6月29日の閣議決定により、
制度の谷間のない支援の提供等を内容
とする法案を制定することとなっていま
す。
　本年8月30日に障がい者制度改革推進
会議総合福祉部会で取りまとめられた骨
格提言や、与党での議論も踏まえつつ、
法案の内容について検討していくこととし
ております。

メール

0 26 0

国民の皆様の声
把握方法別件数
（本省受付分）

来訪

74
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1 ①

2 ①

3 ①

4 ①

5 ①

自治体の方より、50床の本体施設に対して29床の地域密着型サ
テライト施設をすでに設けており、新たに本体施設に対して同種
のサテライト施設を２つ設けたいが、このようなことは可能である
か、またサテライトの併設に関して上限が決まっているのかとの御
照会をいただきました。

サテライト型居住施設とは、本体施設と
密接な連携を確保しつつ、本体施設とは
別の場所で運営される指定地域密着型
介護老人福祉施設であるため、御照会
の点については本体施設との密接な連
携が確保されている限り可能であるが、
個々の事例の指定に関することであるた
め、指定権者である市町村に御照会い
ただきたい旨回答いたしました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

なぜ生活保護を受けていても、介護保険の被保険者となるのかと
のご質問をいただきました。

生活保護受給者は、実質的に負担増と
なることなく介護保険制度に加入し、
サービスを受けることが可能であること、
介護保険制度の趣旨は、助け合いの理
念により高齢者の自立を支援するもので
あり、生活保護受給者についても、自立
した主体として、皆で支え合う地域社会
の助け合いの仕組みに参加することとし
た旨を説明致しました。

一般の方から、介護職員処遇改善交付金について、来年度以降
はどうなるのかとのご質問をいただきました。

介護サービスの安定的な供給を確保す
るためには介護職員の処遇改善を継続
することが重要であり、平成24年度以降
の処遇改善をどのように進めていくのか
について、現在、介護保険部会等の議論
を踏まえ、検討中である旨ご説明致しま
した。

本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算（Ⅰ）を算
定する場合、ショートステイの看護師は本体施設の業務に従事し
てはならないのかとの御照会をいただきました。

本体施設と併設のショートステイの両方
で看護体制加算（Ⅰ）を算定する場合、
本体施設とショートステイそれぞれを担
当する常勤の看護師が定められているこ
とが必要であるが、ショートステイを担当
する常勤看護師が、ショートステイにおけ
る業務に支障のない範囲で本体施設に
おける業務に従事することを妨げるもの
ではなく、また本体施設を担当する常勤
看護師がショートステイの業務に従事す
る場合も同様である旨回答いたしまし
た。

介護保険制度について、どうしても加入したくない場合は加入しな
くてもよい仕組みにしてほしいとのご意見をいただきました。

介護保険制度は、社会保険制度として、
社会全体で介護が必要な高齢者の自立
やその家族を支援する仕組みとなってい
る旨を説明致しました。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 4

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 40

　法令遵守違反に関するもの 6

　その他 23

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

合計

0 60 7 6 0 73

メール国民の皆様の声
把握方法別件数
（本省受付分）

来訪 電話 手紙 FAX

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 老健局

平成２３年１１月１日～１１月３０日受付分

照　会　先

項番１～１０
　老健局総務課
　総務課企画法令係長　　松本直樹 (内線3919)
　総務課企画法令係　　　 笠井南芳 (内線3919)
項番１１
　近畿厚生局企画調整課
　　課　　　長　深　谷　　茂　喜　（内線２２２９）
　　課長補佐　澤　井　　一　雄　（内線２２３０）
　　　（ダイヤルイン　０６－６９４２－２４１３）
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分類

6 ①

7 ①

8 ⑤

9 ⑤

10 ⑤

11

④

訪問介護事業者がケアマネを参加させずにサービス担当者会議
を行い、従来どおりのサービス提供を行っている。県へ連絡をした
が、対応が不十分であるとの連絡をいただきました。

事業者に対する指導は自治体が行うた
め、ご連絡いただいた内容については都
道府県に伝える旨説明し、その後都道府
県に伝えました。

介護老人保健施設に知人が入所しているが、介護事故が発生し
た。その後の施設側の対応が悪く、県に相談しているが、対応が
不十分であるとの連絡をいただきました。

事業者に対する指導は自治体が行うた
め、ご連絡いただいた内容については都
道府県に伝える旨説明し、その後都道府
県に伝えました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

　目が不自由で生活保護を受給されている方から、ホームヘル
パーが週２回しか来ないが、業者の都合ではなく、こちらが来てほ
しい時に来てもらうようにしてほしいとのご意見がありました。〈地
方受付分〉

　厚生労働省本省に意見を伝えてほしい
というご要望であったため、ご意見を承り
厚生労働省本省へご報告する旨お伝え
しました。

栄養マネジメント加算について、併設する２つの介護保険施設等
の共通の管理栄養士が常勤で１人のみ配置の場合、当該加算の
請求は可能であるのかとの御照会をいただきました。

管理栄養士が複数の介護保険施設の栄
養管理等を行う場合には、当該管理栄
養士が勤務する１つの施設においての
み、当該加算を算定できることとしている
旨回答いたしました。

有料老人ホームの概要及び届出先についての御照会をいただき
ました。

有料老人ホームは高齢者を入居させ①
食事の提供、②介護の提供、③洗濯、掃
除等の家事、④健康管理のうち、いずれ
かのサービスを提供している施設であ
り、都道府県に対して届出をしていただ
きたい旨回答致しました。

有料老人ホームの利用者が訪問介護を利用しているが、ケアプラ
ンに位置づけられたサービスの提供時間にサービス提供がされ
ていないとの連絡をいただきました。

事業者に対する指導は自治体が行うた
め、ご連絡いただいた内容については都
道府県に伝える旨説明し、その後都道府
県に伝えました。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

－23－



件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1

①

2

①

3

①
④

4

①
④

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検
討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

整骨院にて腰痛の為のマッサージ治療を受けた際に、各種医療保
険が適用されるとのことで保険証のコピーを取られました。マッサー
ジで保険が適用されるのはよいのか。

骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷（いわゆ
る肉ばなれなど）といった柔道整復師の施
術に係る療養費（保険）の支給対象となる
疾患を説明した上で、該当しなければ保険
の対象とならないとお伝えしました。

ＨＰＶ核酸同定検査の施設基準については平成22年4月より保険
導入され、「当該保険医療機関が産婦人科を標榜しており、当該診
療科において常勤の医師が配置されている」ことが施設基準の要件
とされているが、昨今の産婦人科医不足により当院を含め多くの保
険医療機関が施設基準の要件を満たせない状況である。
当該検査は学会も推奨している有用な検査であり、多くの保険医
療機関で実施できるよう施設基準の要件を緩和（常勤→非常勤）す
るよう強く要望する。〈地方受付分〉

現行の施設基準の要件を説明し、制度
改善に対するご意見として本省等へ報告
させていただく旨お伝えしました。

　手の人差し指を剥離骨折し、医療機関で骨折非観血的整復術を
受けた方から次のような内容のご意見がありました。
　医療機関での手術は検査等を行った上で、指を引っ張るだけの簡
単なものであったが、この手術に係る点数は「肩甲骨、上腕、大
腿」、「前腕、下腿」及び「鎖骨、膝蓋骨、手、足その他」に区分されて
おり、指の場合は「足その他」に含まれ、鎖骨、膝蓋骨、手、足と同
額というのは納得しにくい。医療費が高騰する中であり、必要な処置
行為に応じて部位を細かく区分するべきではないか。〈地方受付分〉

　保険診療に関する算定方法についてご
説明し、医療保険の制度改善を求めるご
意見として厚生労働省本省に伝える旨お
伝えしました。

救急車等で病院に搬送していただき、個室しか空いてない状態で個
室に入院となった場合ですが、差額料金は請求されるのでしょうか。

特別の療養環境に係る特別の料金（いわ
ゆる差額ベッド代）ついては、特別療養環
境室への入院を希望する患者に対して、
特別療養環境室の設備構造、料金等につ
いて明確かつ懇切に説明し、患者側の同
意のうえ入院させることとなっておりますと
説明しました。また、実質的に患者の選択
によらない場合は室料差額を求めてはな
らないという旨をお伝えしました。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 20

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 24

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 180

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

合計

0 202 0 0 22 224

メール国民の皆様の声
把握方法別件数
（本省受付分）

来訪 電話 手紙 FAX

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 保険局

平成２３年１１月１日～１１月３０日受付分
照　会　先 総務課　吉田補佐（内線３２１６）
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分類

5

①

6

①

7

④

8 ①

9

①

10

①

11

①

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検
討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

　高齢者に対して窓口の負担割合を3割とするのはおかしいのでは
ないか。

現役世代と高齢者世代の負担の公平性を
確保するため、現役世代と同水準以上の
所得のある方に対しては応分の負担を求
めている旨を説明しました。

一部負担金の割合は、なぜ世帯単位で判定するのか。 一部負担金の割合は、生計が世帯単位で
営まれている実態を考慮して、世帯単位で
判定している旨を説明しました。

譲渡金額よりも購入額の方が高く、損失が出ている株式の取引につ
いても、一部負担金の割合を判定する際に収入として含めるのか。

一部負担金の割合の判定に用いる収入
は、所得税法第36条第1項に規定する「各
種所得の金額の計算上収入金額とすべき
金額及び総収入金額に算入すべき金額」
としており、株式の取引においては、株式
の購入額等の経費を差し引く前の譲渡金
額が収入となることを説明しました。

健保組合の資格喪失後に国民健康保険に加入した者について、出
産育児一時金を現保険者である国保ではなく、前保険者である健保
組合に請求するように被保険者が指導を受けていることがある。厚
労省ではどのような立場で指導をおこなっているか。

国保と健保組合のどちらに出産育児一時
金を請求するかは、あくまでも被保険者自
身が決めるものであって、特定の保険者
に請求を行うような指導はしていないこと
を説明しました。

　医療機関を受診した際に一律１００円を徴収する制度（案）につい
て、以下の理由により導入するべきではないとのご意見がありまし
た。
・低所得者等からも一律徴収するのは弱い者いじめである。
・医療費抑制のための制度と思われるが、好き好んで医療機関にか
かる者はいない。
・複数医療機関を受診すると、その度に徴収されるので、セカンドオ
ピニオンを聞くことも抑制されてしまう。
〈地方受付分〉

　ご意見として、厚生労働省本省へご報告
する旨お伝えしました。

保険料を滞納していると、住んでいる市役所から督促状が送られて
きたが、国民健康保険の加入は自己責任だと認識している。
国民健康保険に加入する意志が無ければ、保険料も払う必要がな
いのではないか。

日本では、国民皆保険制度がとられてい
るため、日本国内に住所を有する者は、国
民健康保険の除外規定に該当しない限
り、国民健康保険に加入することになる旨
をお伝えしました。

医療機関の窓口負担を、３割から２割に戻してください。 ①保険料負担の上昇をできるだけ抑える
ため、ある程度窓口負担をお願いせざるを
得ない
②高額療養費制度において、患者の窓口
負担に一定の歯止めをかけている
ことを説明したところご納得いただけまし
た。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1

①
③
④

2

①
④

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討中、④国
民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 年金局

平成２３年１１月１日～１１月３０日受付分
照　会　先

年金局総務課
　課長補佐　尾崎（内線3313）
　企画係長　正野（内線3316）
　　（代表）03-5253-1111

国民の皆様の声
把握方法別件数
（本省受付分）

来訪 電話 手紙 FAX 合計

0 0 0 211 391

メール

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 213

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 2

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 176

180

・支給開始年齢の引上げが検討されているようだが、これには反対である。
定年から支給開始年齢まで働ける環境が整っておらず生きていくことができ
ない。（同様のご意見を８件いただきました）

・支給開始年齢が引上げられれば、将来受け取る年金額が少なくなってしま
うので、このような見直しはやめるべきである。（同様のご意見を59件いただ
きました）

・支給開始年齢の引上げは制度改悪であるため、反対である。（同様のご意
見を23件いただきました）

諸外国では、既に65歳を超えて支給開始年齢の
引上げが決定されている中で、世界最長寿国で
ある日本では、支給開始年齢の引上げについて
の議論が遅かったのではないかとの指摘があり
ます。
こうしたことから、本年６月に決定された社会保
障・税一体改革成案では、年金の「支給開始年齢
の引上げ」が現行制度の改善に向けた検討項目
の一つとして示されたところです。現在社会保障
審議会において検討を進めているところですが、
中長期的な課題として議論しているものであり、
来年の国会に提出する予定はありません
この問題は高齢者雇用に関わるだけでなく、個々
人の生活設計にも関わる極めて大きなテーマで
あることから、様々な意見を伺いながら丁寧に議
論していくこととしています。

 主婦年金の切り替え漏れ問題について、過払い分の返還は求めない方針
とのことだが、これではまじめに保険料を納めた人からすれば不公平であ
る。専業主婦の方の過払い分はしっかり還付してもらうべきだ。（同様のご意
見を41件いただきました。）

主婦年金の切り替え漏れ問題については、極め
て多くの方に影響を及ぼす問題であることや、
誤った記録を訂正することによって年金額が突然
減額になる等の不利益が多数の方に生じること
から、何らかの特別な措置が必要となります。
この場合には、
・まじめに保険料を払ってきた方との「公平性」
・誤った記録が訂正されていない受給者の方が、
現在受けている年金を生活の糧として暮らしてい
ることを重視した「生活への配慮」
という２つの点を十分に考える必要があります。
今回国会に提出した「主婦年金追納法案」では、
①「公平」の観点から、保険料の追納機会を設け
た上で、追納がなければ今後支給する年金につ
いては減額することにし、
②「生活への配慮」の観点から、老齢基礎年金受
給者については、過払い分の返還を求めないこと
等により「公平」と「生活への配慮」とのバランスを
とることにしています。
今後は切り替え漏れがある方々の記録の訂正と
ともに、切り替え漏れが発生しないような取り組み
を進めていくこととしています。

－26－



分類

3

①
③
④

4

①
③
④

5

①
③
④

6

①
④

概　　要

対　　応

日本年金機構（年金事務所・委託業者）の対応が悪い。 日本年金機構に、個別のケースについて事実確
認をした上で必要な対応を行うよう指導いたしま
した。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討中、④国
民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

・事業仕分けにより年金担保融資の廃止が決定されたと聞いた。いつ廃止さ
れるのか。
・また、１２月から融資額の変更があったが、なぜ変更を行うのか。

・行政刷新会議において、年金担保貸付制度は
廃止という結論が出されたことは厚生労働省とし
て重く受け止めております。
・具体的な廃止の時期は決まっておりませんが、
現在、必要な対応策を検討しているところです。
・１２月からの見直しは、年金担保貸付制度を利
用している方が生活困窮に陥ってしまうことがあ
ることから、無理な返済とならないよう行うもので
す。

　政府が特例水準を見直し、来年度から年金額の減額を検討している旨の
報道を受けて、これ以上の年金額の減額は生活に支障をきたすので反対で
あるというご意見を14件いただきました。

現在支給されている年金額は、過去の物価下落
時に特例的に年金額を据え置いたことから、本来
の年金額と比べ2.5％高い水準（特例水準）となっ
ております。
急速な少子高齢化が進む中で、
・将来世代の負担が大きくなり過ぎないようにする
・年金制度を長期に安定したものとする
という観点から、社会保障・税一体改革成案で
は、この特例水準の見直しを検討することが示さ
れ、現在、社会保障審議会で議論を行っておりま
す。
同時に、先日実施された行政刷新会議の提言型
政策仕分けでは、特例水準の解消に向けて来年
度からの年金額の引下げが提言されたところで
す。
政府としては、来年度からの特例水準の解消を念
頭に、ある程度の時間をかけて特例水準を解消
する必要があると考えており、来年の通常国会へ
の法案提出に向けて検討していくこととしていま
す。

　厚生年金と共済年金を一元化してください。（同様のご意見を４件いただき
ました）

年金制度を働き方やライフコースの選択に影響を
与えない一元的で公平な制度としていく観点か
ら、本年６月に決定された社会保障・税一体改革
成案では、年金の「被用者年金一元化」が現行制
度の改善に向けた検討項目の一つとして示され
たところです。
被用者年金の一元化にあたっては、被用者年金
制度全体の公平性・安定性確保の観点から、共
済年金制度を厚生年金制度に合わせる方向を基
本として被用者年金の一元化を行う方向で検討
を進めています。具体的には、公務員及び私学省
職員の保険料率や給付内容を民間サラリーマン
と同一とすることとしています。
厚生労働省としては、関係省と調整しながら、来
年の通常国会への法案提出に向けて引き続き検
討していくこととしています。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1 ①

2 ①

3 ①

4

5

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

ベーシックインカムについて意見を言いたい。厚労省でもベーシッ
クインカム導入に向けて検討会を開いて議論してほしい。厚労省
は年金や保険、生活保護も取り扱っているので関係があるはず
だ。

ベーシックインカムは、年金や生活保護
などの現在の所得保障制度に代えて、全
ての個人に対し、無条件に「基礎的な生
活や必要な所得」を保障する考え方であ
り、就労と所得保障を切り離して考えるこ
とから、様々な論点がある。ご指摘も参
考にしつつ、適切な所得保障のあり方に
ついて考えてまいりたい。

平成23年版厚生労働白書について、年金の記述が足りないように
感じる。拠出金のデータや保険料収入などのデータも載せるべき
ではないか。

貴重なご意見として承ります。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 0

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 0

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 2

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

合計

0 2 0 0 0 2

メール国民の皆様の声
把握方法別件数
（本省受付分）

来訪 電話 手紙 FAX

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 政策統括官付（社会保障担当）

平成２３年１１月１日～１１月３０日受付分
照　会　先

社会保障担当参事官室
経理係　櫻田（内線７７０９）
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1

①

2

①

3

①

4

①

5

①労組専従職員への社会保険・労働保険の適用・負担等について
教えてほしい。

関係部局と調整のうえ関係条文等をご説
明しました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

労働協約の効力等について教えてほしい。 労働組合法の関係条文等についてご説
明しました。

不当労働行為の審査の申立等について教えてほしい。 関係条文等をご説明しました。

労組法に規定される「使用者の利益を代表する者」について教え
てほしい。

関係条文等をご説明しました。

複数の労働組合に加入することの可否について教えてほしい。 労働組合法上、複数の組合に加入するこ
とを制限する規定はないこと等をご説明
しました。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 0

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 0

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 9

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

合計

0 9 0 0 0 9

メール国民の皆様の声
把握方法別件数
（本省受付分）

来訪 電話 手紙 FAX

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 政策統括官（労働担当）

平成２３年１１月１日～１１月３０日受付分
照　会　先

室長補佐　岡　英範(内線7725)
総務係長　若山　丈(内線7717)
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分類

6

①

7

①

8

①

9

①

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

ユニオンショップ協定について教えてほしい。 関係条文やその解釈等についてご説明
しました。

労働組合法が禁止する不当労働行為の要件や審査の申立等に
ついて教えてほしい。

労働組合法の関係条文等についてご説
明しました。

会社分割時の労働契約の承継について、承継する事業に全く従
事していない労働者も承継できるのか。

可能ですが、この労働者が異議申立をし
た場合は、承継されず、分割前の会社に
残ることとなる旨、ご説明しました。

会社のある行為が不当労働行為に当たるか否かについて教えて
ほしい。

関係条文やその解釈等についてご説明
しました。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

－30－



(参考）

本部分
 件  件  件  件  件  件  件

地方分
 件  件  件  件  件  件  件

合　計
 件  件  件  件  件  件  件

件

件

件

件

分類

1
①
④

2
①
④

3
①
④

4
①
④

5
①
④

0

国民年金の付加保険料について、納付期限である翌月末を
過ぎて納付したところ、付加保険料を還付された。納付期限
を経過した付加保険料についても、定額保険料と同様に２年
間は納付を認めるよう制度を改正して欲しい。

介護保険料が老齢厚生年金から天引きされているが、受取
年金額(年額１８万以上）等の条件で一律に天引きするのでは
なく、本人から確認を取り希望者のみ年金から天引きするよう
にしていただきたい。

現行制度の趣旨について詳しく説明
をしたうえで、貴重なご意見として承
り、厚生労働省へ伝える旨説明しま
した。

現行制度の趣旨について詳しく説明
をしたうえで、貴重なご意見として承
り、厚生労働省へ伝える旨説明しま
した。

現行制度の趣旨について詳しく説明
をしたうえで、貴重なご意見として承
り、厚生労働省へ伝える旨説明しま
した。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

雇用保険の給付金を受けている間は年金が支給停止される
ことについて納得できない。いままで雇用保険と厚生年金保
険の両方の保険料を納付してきたのだから、どちらも同時に
受け取ることができるよう制度を改正して欲しい。

国民年金保険料免除期間を追納する場合、１０年以内の古
い免除期間から納付することとなっているが、古い免除期間
になるほど追納加算金が付くため結果的に納付を躊躇してし
まう。追納期間の順番にこだわらず本人の希望する期間から
納付できるようにしていただきたい。

（主な国民の皆様の声）

項番

国民の皆様の声
把握方法別件数

合計

0

359

173 1,246 75 0 256 0 1,750

172 157 30 0 0

1,391

国民の皆様の声・集計報告票

日本年金機構

サービス推進部
　お客様の声グループ長　　　高水　徹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 戸沢　吉徳
（代表電話）03－5344－1100  （内線 3182）

　政策・制度立案への提言

国民の皆様の声の
内訳（大分類） 　法令遵守違反に関するもの

　その他

0

平成２３年１１月１日～１１月３０日受付分

0

1

メール

256

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む）

350

1,400

部局（課室）名

照　会　先

来訪 電話 地方自治体手紙 FAX

1,089 45 0

現行制度の趣旨について詳しく説明
をしたうえで、貴重なご意見として承
り、厚生労働省へ伝える旨説明しま
した。

概　　要

現行制度の趣旨について詳しく説明
をしたうえで、貴重なご意見として承
り、厚生労働省へ伝える旨説明しま
した。

対　　応
内　　容

在職老齢年金の調整対象となる標準報酬月額の変更につい
て、固定的賃金の変動月からの３ヶ月平均額で変更されるこ
とに納得できない。現在、老齢厚生年金の額が標準報酬月
額等との調整で停止になっており、給料が下がっているのに
３ヶ月も待てない。報酬が下がった当月から変更されるように
制度を改正して欲しい。
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分類

6
②
④

7
②
④

8
②
④

9
②
④

10 ④

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

国民年金の保険料還付金の支払処理が遅い、保険料収納業
務委託業者に対する不満等のご指摘をいただきました。

事務処理体制の強化に取り組み、早
く事務処理できるように努力してまい
ります。また、適切な委託業者管理
に努めてまいります。

記載内容をわかりやすい言葉に置き
換えを行うとともに、お客様向け文書
モニター会議等において検討を行
い、記載内容をわかりやすくするよ
う、引き続き取り組みを行っているこ
とを説明しました。

扶養親族等申告書及び各種通知や案内について、内容がわ
かりづらいものがあるので、もっとわかりやすくして欲しい。

ねんきんネットが利用しにくい。また、ホームページの内容等
に関するご意見をいただきました。

今後もねんきんネット並びにホーム
ページの充実に努めてまいります。

事務所窓口の対応について「今まで対応が悪いイメージだっ
たのですが、気持ちの良い対応をしていただき印象が変りま
した。これからもそのままで対応していただけたらうれしく思い
ます。」等のお礼や激励をいただきました。

これらの声を糧として、今まで以上に
サービス向上に努めてまいります。

年金事務所職員の説明が不十分、事務処理に時間がかか
る、態度やマナーが悪く、不愉快な思いをした。（同様なご意
見が３３件ありました。）

事実確認を行った上で、必要な指導
等を行っていきます。
お客様の年金相談に対し、お客様に
プラスとなる「もう一言」を心がけま
す。

－32－


	231213
	【表紙】 231212 公表分
	00全体集計（本省分）
	01相談室
	05地方課
	08統計
	09医政
	10健康
	11医薬
	12食品
	13基準
	14安定
	15能開
	16雇児
	17社会
	19障害
	20老健
	21保険
	22年金
	23統社
	24統労
	25機構




